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１ はじめに 

 1997 年の気候変動枠組条約第３回締約国会議で採択された京都議

定書において、我が国は、2010 年前後に 1990 年比 6％の温室効果ガ

ス排出削減を行うことを約束した。 
 京都議定書の目標達成のためには、我が国全体の二酸化炭素排出量

の２割を占める交通部門について、2010 年に、何も対策を取らない

自然体ケース（1990 年比 40％増）に比べて 1,300 万トンの二酸化炭

素排出削減（1990 年比 17％増に抑制）が必要であり、現在、自動車

の燃費効率向上を目的とした自動車関係諸税のグリーン化の提案等

を含め、2010 年前後の目標達成に向けた様々な取組が行われている。 
 

 しかし、交通部門の二酸化炭素排出量については、景気が低迷して

いるにもかかわらず、コンスタントな増加傾向が続き、1997 年時点

で 1990 年比 21％増と、既に 2010 年の抑制目標（17％増）を超過し

ている状況にある。また、我が国全体に占める交通部門の排出量のシ

ェアも 1990 年の 19％から 1997 年時点で 21％と増加している。 
 わが国の交通部門からの二酸化炭素排出量の約９割は自動車から

の排出によるものであり、京都議定書の目標達成のためには、環境負

荷の少ない自動車社会を構築することが最重要の課題となっている。 
 

 さらに、気候変動枠組条約の究極の目的である「気候系に対して危

険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室

効果ガスの濃度を安定化させる」ことを達成するためには、京都議定

書の目標時期の先を見据えた検討も行う必要がある。 
 

 本ＷＧは、このような問題意識に基づき、交通部門における地球温

暖化防止に向けた政策のあり方について、最重要の課題である環境負

荷の少ない自動車社会の構築に向けた税制のあり方を中心に検討を

行った。 

２ 自動車交通をめぐる地球環境問題 

 自動車交通が関連する地球環境問題は、次のとおり深刻な状況にあ
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る。さらに最近では、大都市地域における大気汚染問題が社会問題化

しており、自動車交通をめぐる地球環境問題を考えるに当たっては、

このような地域環境問題の解決をあわせて考慮していく必要がある。 

(１) 地球温暖化問題 

 自動車交通が関係する地球環境問題のうち最大のものは地球温暖

化問題である。京都議定書の目標達成のためには、わが国の交通部門

において、2010 年に、何も対策を取らない自然体ケースに比べて

1,300 万トンの二酸化炭素排出削減が必要であるが、自動車部門にお

ける排出削減がなければこの目標を達成することは不可能であり、総

合的な対策が必要不可欠となっている。 

(２) その他の問題 

 自動車交通の関係する地球環境問題としては、この他にカーエアコ

ンに使用されているフロンガスによるオゾン層破壊問題や、排出ガス

に含まれる硫黄酸化物や窒素酸化物による酸性雨問題などが指摘さ

れている。 

３ 自動車交通のグリーン化 

 前述した自動車交通が抱える地球環境問題を解決するためには、地

域環境問題にも配慮しつつ、環境にやさしい自動車社会の構築（「自

動車交通のグリーン化」）のための総合的対策を講じていくことが必

要である。 
 自動車交通のグリーン化を実現するためには、以下のような総合的

な政策を講じていく必要がある。 
 
l 温室効果ガス（二酸化炭素等）、ＮＯｘ、ＰＭの排出の少ない自

動車（環境自動車）の開発・普及 
l 交通需要マネジメント（ＴＤＭ※）手法を通じた都市交通システ

ムや都市内物流の効率化による地域環境問題及び地球環境問題の

改善 
l 「自動車税制のグリーン化」による環境自動車の開発・普及の促

進 
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l 都市部における道路整備や踏切の立体交差化の推進、駐車対策の

強化等による渋滞対策の推進 
l 自動車ＮＯｘ法の改正によるＮＯｘ・ＰＭ対策の強化 
l ディーゼル車からの排出ガス改善のため硫黄分の少ない軽油を導

入する「自動車燃料のグリーン化」 
l 特殊自動車（建設機械（クレーン車等）、産業機械（フォークリ

フト等）、農業機械（トラクター等））の排出ガス規制の導入 
 
 ※ＴＤＭ…都市又は地域レベルの道路交通混雑の緩和を、道路利用者の時間の変

更、経路の変更、手段の変更、自動車の効率的利用、発生源の調整等の交通

需要調整によって行うもの。 
 

 本ＷＧでは、このうち、自動車からの二酸化炭素、ＮＯｘ等の排出

削減を目指すための経済的手法である税のあり方、特に自動車税制の

グリーン化および炭素税のあり方について、その導入にかかる検討を

行った。 
 

４ 自動車からの二酸化炭素、ＮＯｘ等の排出削減を実現するための経済

的手法（自動車税制のグリーン化および炭素税）の検討 

 
 京都議定書におけるわが国の温室効果ガス排出削減約束を履行す

るために残された時間は既に 10年を切っている。また、大都市地域

における大気汚染が深刻な社会問題化していることを考慮すると、

「自動車税制のグリーン化」や炭素税といった経済的手法の導入につ

いて検討する必要がある。 

(１) 自動車税制のグリーン化 

 「自動車交通のグリーン化」を進める上で、環境自動車の普及を中

心とした「自動車単体のグリーン化」は中心的課題の一つとなる。こ

のためには、環境自動車に係る技術開発やＴＤＭと一体となった普及

策とともに、自動車税制を活用して環境自動車の技術開発や普及の促

進を図ることが重要な課題となっている。 
 「自動車税制のグリーン化」は、平成 11年 5月 20 日運輸政策審議
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会答申「低燃費自動車の一層の普及促進策について」においてその導

入が提案されているものであり、環境負荷の少ない自動車の取得又は

保有に係る税を安く、環境負荷の大きい自動車の取得又は保有に係る

税を高くすることにより、環境負荷の少ない自動車の技術開発や普及

を促進する経済的手法である。 
 一方、最近の自動車公害問題の社会問題化や自動車ＮＯｘ法改正の

動きを踏まえれば、「自動車税制のグリーン化」については、燃費効

率だけでなく、ＮＯｘ、ＰＭも基準に加えることが適当である。これ

により、今後、自動車の購入をより環境負荷の少ないものへと誘導し、

地球環境問題である地球温暖化のみならず、地域環境問題であるＮＯ

ｘ、ＰＭによる大気汚染の改善にも寄与するものとする必要がある。 
 「自動車税制のグリーン化」は、既存の税制を前提とするものであ

り、徴税システムを大幅に変更することなく環境問題に対応可能であ

ることから、実施経費等の面で補助金よりも効率的な施策であると考

えられる。また、グリーン化に係る税収を原則的に中立とすることに

より、国民及び関係者の理解を得やすいものとする必要がある。この

ような「自動車税制のグリーン化」については、世論調査でも多数の

賛成が得られており、早期に導入を図ることが適当と考えられる。 
 一方で、東京都をはじめとする一部の地方自治体が独自に「自動車

税制のグリーン化」を導入する動きを進めており、自動車税制におけ

る環境対策が地域によって異なるものとなりかねない状況が生じて

いることを考えあわせれば、「自動車税制のグリーン化」のあり方に

ついて合意の形成を図ることは緊急の課題となっている。 

(２) 燃料課税としての炭素税（環境税） 

 炭素税は、汚染者負担の原則（ＰＰＰ）に基づき、化石燃料の使用

に伴う二酸化炭素の発生量に応じて燃料に対して課税する税制であ

る。 
 
① 諸外国における炭素税 

 二酸化炭素排出削減を目的とした炭素税は、1990 年前後より欧州

を中心に導入されてきており、既にデンマーク、フィンランド、ノル

ウェー、スウェーデン、オランダ、ドイツにおいて導入されている。

このうち、デンマークでは炭素税の税収は環境対策のための補助金と
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して使用されており、その他の国では、炭素税の税収は一般財源に組

み込まれている。 
 
② 我が国において炭素税を検討するに当たっての諸条件 

 我が国において、燃料課税としての炭素税を検討するに当たっては、

持続可能な社会の発展、汚染者負担の原則（ＰＰＰ）等の観点を踏ま

え、 
 (i) 持続可能な経済社会の発展を重視する観点から、炭素税を導入す

るとしても、経済に与えるマイナスの影響は最小限に抑える手法を

とること 
 (ii) ＰＰＰを遵守するため、炭素税を導入する場合には、燃料種別

を問わず、炭素含有量に完全に比例した燃料課税方式とすること 
 (iii) 炭素税は、本来、その性格からみて単なる税収確保を目的とす

る税ではない。その税収は、二酸化炭素排出削減に効果のある施策

に対し、有効な順に優先順位を置いて充当すること 
 (iv) 炭素税の創設は、新税の創設となることから、税収の使途を含

め、十分な国民の理解を得た上で導入すること 
(v) 特定の分野、業種にのみ負担を求める制度とならないよう配慮

すること 
といった条件を勘案し、導入に向けた検討を進めることが必要である。                                                                                                                                                    

 
③ 炭素税の導入に伴う経済への影響の最小化 

 ガソリン等燃料需要の短期的な価格弾力性はあまり高くないとい

われていることから、炭素税の課税だけで二酸化炭素削減効果を得よ

うとすれば、かなりの重税にならざるを得ず、経済に与える悪影響が

懸念される。交通部門においても、炭素税だけで自動車交通量の削減

効果を得ようとすることには問題が多い。 
 このため、炭素税の導入に当たっては、①自動車交通のグリーン化

に係る総合的施策の一環として、他の施策と組み合わせることにより

政策効果を上げるものと位置づけること、②炭素税の税収を自動車走

行量削減施策や環境自動車導入のための補助金等の財源とすること

により、比較的低い税率で十分な政策効果を上げるための手法を検討

する必要がある。 
 特に、自動車走行量を削減しようとする場合、単なる流入規制では
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需要がバイパスしてしまい、十分な効果が得られにくいことが懸念さ

れる。このため、ＴＤＭ施策、二酸化炭素排出の少ない公共交通機関

の整備等をパッケージで行い、都市部におけるマイカーの走行をより

二酸化炭素排出の少ない公共交通機関利用へ誘導したり、物流に係る

モーダルシフトを促進すること等が必要である。 
 このため、我が国において炭素税を導入するに当たっては、経済に

与える悪影響を最小化するという条件を満たすため、交通部門に係る

炭素税の税収の一部を、自動車交通のグリーン化等環境にやさしい交

通体系を構築するために必要な政策に係る財源の一部に充てること

により、炭素税額を抑えることが適当である。 
  

(３) 自動車税制のグリーン化と炭素税の関係 

 
 「自動車税制のグリーン化」は、自動車の燃費の向上及びＮＯｘ、

ＰＭ等の排出削減を図ることを目的とするものである。自動車の取得

や保有に係る税制をより環境にやさしいものとし、環境自動車の技術

開発や普及を促すことにより、自動車社会のあり方を変革する原動力

となることが期待される。 
 一方、エネルギー課税である炭素税は、ＰＰＰに基づき化石燃料の

使用に伴う二酸化炭素排出量に応じて税負担を求める制度である。 
 環境自動車の技術開発や普及を促進するため自動車の取得や保有

に係る税を重軽課する「自動車税制のグリーン化」と、消費される燃

料に従量税として課税される炭素税は、異なる性格を持つものであり、

「自動車税制のグリーン化」と炭素税は両立しうるものと考えられる。

また、この２つの税制を併存させることにより、環境にやさしい自動

車の普及と、環境にやさしい自動車の使用の双方が実現され、２つの

税制は、相互に補完的な役割を果たすことが可能となると考えること

が適当である。 
 ただし、炭素税は新税であり、その導入に当たっては、十分な国民

的議論が必要不可欠である。また、経済への影響の最小化や、特定の

分野、業種にのみ負担を求める制度とならないことの条件を勘案しつ

つ、導入に向けた検討を進めることが必要である。 
 従って、京都議定書の目標時期及びその先を見据え、環境にやさし

い自動車税制のあり方を考える場合には、速やかに「自動車税制のグ
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リーン化」について合意の形成を図ると同時に、炭素税についてもそ

の導入に向けた検討を進めることが適当である。 


